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Educational Plaza教育のひろば No.35

白 石 市 立　福 岡 中 学 校

心豊かで、たくましく、
学ぶ喜びを求める生徒の育成

○思いやりがあり、正しく行動する生徒（敬愛）
○自ら学び、自ら考え、探求心豊かな生徒（英知）
○心身を鍛え、勤労と責任を重んじる生徒（勤労）

教 育 目 標 校 訓

Special Topics 5

●「朝読書」で落ち着いた学習態度を培う
　落ち着いて活字に向か
うことで、「読む」・「考え
る」という学習の基礎を
養います。休み時間にも
読書する生徒がたくさん
います。

●数学と英語は少人数指導またはT.T.指導
　一人ひとりの学力を伸ばすため、個人差の大きい数学と
英語で、習熟度別による少人数指導とT.T.指導（チーム
ティーチング）を取り入れています。
●立志式
　本校には入学式や卒業式のほかに、２年生の「立志式」が
あります。生徒一人ひとりが、自ら考えた14歳の誓いを述べ
ると、会場の体育館は感動でいっぱいになります。

●職場体験学習
　総合的な学習の時間に、自分の将来を見据えた学習を
行っています。全校テーマは「かかわりの中の自分」で、各学
年がそれぞれ「自分とのかかわり」、「人とのかかわり」、「社会
とのかかわり」をテーマに、職場訪問や職場実習などに取り
組んでいます。
●学習強化期間を実施
　学力向上のために、11月から１月末まで全学年で、清掃終
了後に30分間程度の学習会を行っています。５教科が中心
で、生徒たちは自ら学習する習慣が次第に身に付きつつある
ようです。
●小学校との連携
　学区内にある福岡小学校や深谷小学校と合同で、「福岡中
学校区小中連携推進会議」を結成しました。９年間を見通し、
お互いに連携して児童生徒の指導に当たろうと、合同でさま
ざまな取り組みを行っています。

　市内の各中学校では、学習指導要領の狙いを受けて「子どもたちの生きる力をはぐくむ」さまざまな教育活動を行い、
特色ある学校づくりを進めています。
　「教育のひろば」では、家庭・学校・地域がお互いを理解するとともに、同じ目的に向かって協力し合える姿を目指し、
教育活動の紹介を行っています。今月は福岡中学校です。
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●特色ある教育活動

●親子ふれあい活動
　学年ＰＴＡ行事として、学年
ごとに実施。活動を通して、親
と子がきずなを深め、親同士
が生徒の健全育成に協力し合
う姿が見られます。昨年は１・
２年生が仙台大学生の指導で
ＭＡＰ体験を行ったほか、３年

生はミニ運動会で、楽しく親子で汗を流しました。
●親子奉仕活動

　毎年７月の最終日曜日に実
施しています。親は校地内を、
生徒は学区内の施設や通学路
の清掃を行います。親は、普段
清掃ができない屋上などの高
所を手際よく作業してくれま
す。生徒も地域に愛着を持ち、

きずなを強くすることができたようです。

●ＰＳＣボランティア隊
　福岡中学校と白石中学校、
東中学校の３校の生徒が、自
分たちの身を自分たちで守
る活動を行い、安全で安心な
まちづくりに協力しようと結
成されました。地域の皆さん

にも声掛けする朝のあいさつ運動をはじめ、いじめ撲滅運動、
万引防止運動、交通安全運動など、警察や防犯協会の皆さんと
も連携しながら幅広く活動しています。生徒は、地域の皆さんと
かかわりを持つことで地域への愛着を持つようになりました。
●創立60周年記念式典
　昨年11月４日に創立60周年を迎え、多くのご協力をいた
だき、記念式典を開催しました。父母教師会と同窓会を中心
に行った手作りの記念式典では、地域の皆さんを招待した
合唱コンクールや卒業生の講演会、校名の看板制作などを
行いました。今後も保護者や地域の皆さんと共に励んでい
きますので、ご協力をお願いします。

●開かれた学校づくり

●対象者
　75歳以上（一定の障害のある方
は65歳以上）のすべての方が、後
期高齢者医療制度へ加入します。
　また、本年度中に対象年齢に到達
する方は、誕生日から加入となります。
●保険証
　対象となる方、１人に１枚交付し
ます。３月中に郵送した新しい『後
期高齢者医療被保険者証』を医療機
関窓口へ提示し受診することになり
ます。
※お手元にまだ新しい保険証が届い
ていない場合は、健康推進課までご
連絡ください。
　このため、３月までご使用されて

いた「保険証」などは使えなくなり
ましたので、各健康保険組合などへ
お返しください。
●保険証の返却先は？
①「老人保健法医療受給者証」
・健康推進課に返却
②白石市国民健康保険の「保険証」
・健康推進課に返却
③健康保険組合などの社会保険に加
入していた方の「保険証」
・各保険者に返却
●保険料は？
・保険料は、一人ひとりが納めるこ
とになります。
●市が運営するの？
・都道府県ごとに、特別地方公共団

体を設立して、県や市町村とは違う
組織で運営することとしています。
　宮城県では、昨年２月に「宮城県
後期高齢者医療広域連合」を設立し
て、制度の運営を行っています。
●所在地
仙台市青葉区上杉１丁目２番３号
宮城県自治会館９階
0022-266-1026
●窓口負担や申請などは、どのよう
に変わるのですか？
　医療機関での窓口負担や受けられ
る医療の内容はこれまでと変わりま
せん。
　各種申請の受け付けもこれまで同
様に市健康推進課窓口で行います。

４月1日から後期高齢者医療制度がスタートしました!!
　75歳以上の方については、これまで健康保険制度などに加入しながら「老人保健制度」で医療を受け
ていましたが、平成20年度からは新たに独立した医療保険制度『後期高齢者医療制度』に加入し医療を
受けることになります。

～『後期高齢者医療制度』ではここが変わります!!～

　宮城県後期高齢者医療広域連合で
決定した保険料が、４月支給の年金
から天引きが開始される「特別徴収」
の方には、４月10日ごろに保険料額
決定通知書を発送します。
　平成20年４・６・８月に天引きと
なる今回の保険料は、平成20年度の
保険料が決定するまでの間に暫定的
に納めていただく保険料であり、平
成18年中の所得を基に計算されてい
ます。
　平成20年度の保険料は、平成19年
中の所得が確定される７月以降に決
定となりますので、８月以降の年金
からの天引き額は変更となる場合が
あります。
　なお、４月に保険料決定通知書が
送付されなかった方は、７月以降に
随時送付します。
①３月まで社会保険などの被保険者
本人だった方は、７月に決定通知
書を発送します。

②社会保険などの被扶養者だった方
は、半年間の保険料徴収が免除さ
れるため、10月に決定通知書を
発送します。
　また、７月と10月に決定通知書が
送付された皆さんは、年金天引きが

開始されるまでは、保険料を納付書
で納めることとなります。
　なお、年度途中で対象年齢に到達
する方は、随時決定通知書を発送し
ます。

■税務課から保険料についてのお知らせです

ご不明な点などがありましたなら、下記にお問い合わせください。
制度や被保険者証などについて　健康推進課　後期高齢者保険係　022-1362
保険料などについて　　　　　　税務課　後期高齢者保険料係　　022-1313

問い合わせ先
▲朝読書の様子

▲ミニ運動会でのパン食い競走

▲学校をきれいに

▲朝のあいさつ運動
資格取得年月日・発効期日・交付年月日
生年月日が昭和８年４月２日以降
の場合、被保険者の誕生日となり
ます。


